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裁判所・法務省・弁護士会・隣接法律専門職種団体等 

・ 事務所の設置・運営 
・ 資金の管理 
・ スタッフ弁護士への給与の支払 
・ スタッフ弁護士等の確保               など 

管理運営業務 

運営主体〈リーガルサービスセンター（仮称）〉 
 

相談（アクセス） 法律サービスの提供 

 

 

連携・協力 連携・協力 

連携・協力 

「司法ネット」のイメージ（案） 

○民事法律扶助 
・ 裁判代理，裁判書類作成の費

用の立替 
  ・ 無料法律相談         など 
  ※ 一部にスタッフ制の導入 
 
○公的刑事弁護 
・ スタッフ弁護士等による公的

弁護活動の提供     など 

 

事 業 内 容 
○アクセスポイント 
・ 相談受付 
・ 既存の団体・機関への道案
内 

  ・ 情報の収集，整理，提供 
など 

○司法過疎対策 
・ 司法過疎地域におけるアク
セスポイントの設置と法律
サービスの提供（スタッフ弁
護士等）       など 
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司法ネット 
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